
令和５年度２月補正予算案(３月６日追加提案分)について 

 

１ 主な補正項目                                                            

 

〇 新型コロナウイルス感染症の医療提供体制の確保 

   ▲１７，４０９百万円 
新型コロナウイルス感染症の５類移行に伴い、病床確保や 

ＰＣＲ検査等に係る経費を減額補正 
 

〇 退職手当基金の積立て           ２，９８１百万円 

地方公務員の定年引上げに伴い、定年時期を令和６年度に 

１年延長する職員数が確定したことから、令和５年度予算の 

一部を令和６年度に執行するため、基金に積立て 
 
 

２ 基金残高の確保                                                            

執行段階の節減による基金の取崩しの戻しと積立て 

・ 財政調整基金                 ５０億円 

  令和５年度の基金取崩し５０億円を全額取崩し戻し 

  （参考 令和５年度末基金残高 １７９億円） 

・ 減債基金（一般勘定）             ６９億円 

  令和６年度に県債の繰上償還を行うため、基金に積立て 

  （参考 令和５年度末基金残高  ９６億円） 
 
 

３ 繰越明許費の設定                                                            

今回補正額                 ２０，３１８百万円 

【参考】繰越明許費累計額 ７８，５７７百万円 
 
 

４ 債務負担行為の設定 

   今回追加・変更額                １８４百万円 
 

    ・ 萩・石見空港東京（羽田）路線の運航にあたり、年間有 

     償旅客数が 12 万 7 千人を下回った場合、航空会社に対して 

     地元市町と協調して県が負担する最大の運航支援額     ８０百万円 
 

※ 債務負担行為とは、地方公共団体が翌年度以降に債務を負担することについて、 

その原因となる事項、期間及び限度額を予算の内容として定めておくもの 



 

５ 令和５年度一般会計歳入歳出予算 
 

  ２月補正後予算額（第９号提案後）   (ａ)  ５，４１６億円 

  ２月補正予算額（第 10 号）       (ｂ)    ▲３３２億円 

  補正後予算額         (ａ)＋(ｂ)  ５，０８４億円 
 

     ＊対前年度同期比  ９３．９％ 

    【参考】令和４年度２月補正（2/27 追加提案分）後予算額  5,415 億円 


